
六戸町定住促進新築住宅建設補助金交付要綱 

令和元年十一月二十一日 

告示第九十六号 

(趣旨) 

第一条 町は、子育て世帯や高齢者などの住宅困窮世帯に対応した公営住宅整備の推進と

併せ、中堅所得者層の良質な住宅取得を促進するため、六戸町内に定住を目的として

新築住宅の建設を行う者に対し、住宅建設費の一部を予算の範囲内で補助するものと

し、その交付については、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規

則第三号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

(用語の定義) 

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 新築住宅 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの

(モデルハウスについては、完了検査の日から起算して一年を経過したもの除く)を

いう。 

二 建設 建築又は売買による取得をいう。 

三 専用住宅 居住の目的だけに建てられた住宅をいう。 

四 併用住宅 店舗、事務所等の業務に使用するために設備された部分と居住の用に

供せられる部分が結合している住宅をいう。 

五 住宅建設費 建物の本体工事費又は取得費をいう。ただし、土地購入費、外構工

事等の付帯工事費、住宅展示場等による値引き及び浄化槽設置費を除く。 

六 若者夫婦 申請の日において婚姻の届出をしているいずれも四十歳未満の夫婦を

いう。 

(補助金交付対象の新築住宅) 

第三条 補助金の交付対象となる新築住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

一 専用住宅又は併用住宅であること。 

二 玄関、居室、便所、風呂及び台所を備えており、床面積が五十平方メートルを超

える住宅であること。ただし、併用住宅の場合においては、店舗、事務所等に専有

する床面積を除いた住宅部分の床面積が五十平方メートルを超えること。 

三 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準で定める断

熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅であるこ

と。 

四 建物表題登記を申請者の名前で行うこと。 

(補助金交付対象者) 

第四条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、前条に規定する新

築住宅を建設した者であって、第七条第一項の規定による申請の日において、次の各



号のいずれにも該当するものとする。 

一 交付対象となる新築住宅に住民登録していること。 

二 六戸町に三年以上継続して定住する意思があること。 

三 世帯全員に本町の町税その他の納付金の滞納がないこと。 

四 町内会に加入していること。ただし、未組織区域は除く。 

(補助金交付件数) 

第五条 補助金の交付件数は、毎年度予算の範囲内において町長が定める。 

(補助金の額) 

第六条 補助金の額は、住宅建設費(併用住宅の場合は店舗、事務所等に専有する床面積の

部分の金額を除く)の百分の三以内の額(その額に一万円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の限度額は五十万円とする。 

2 交付対象者が若者夫婦の場合は、前項の補助金の額に十万円を加算して交付するものと

する。 

3 補助金の交付は、当該交付対象者につき一回限りとする。 

(補助金の交付申請) 

第七条 交付対象者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第一

号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。 

一 世帯全員の住民票 

二 町税の未納が無いことの証明書(町外転入者で固定資産税の課税が無い場合は、書

類提出不要) 

三 位置図・平面図(建築確認)の写し、検査済証の写し(完了検査)及び省エネ性能書

類の写し 

四 住宅の建設を証する書類 

(建築工事請負契約書と内訳書(見積書)の写し、又は売買契約書と内訳書(見積

書)の写し、完成引渡書の写し等) 

五 定住確約書(様式第二号) 

六 町内会加入証明書(様式第三号) 

七 国の助成申請に関する申告書(様式第四号) 

八 その他町長が必要と認める書類 

2 前項の規定による申請は、完成引渡日から三箇月以内とする。 

(補助金交付の決定) 

第八条 町長は、前条第一項の規定による申請があったときは、審査をおこない、補助金

の交付の適否を決定するものとする。 

2 町長は、前項の決定をした場合において、定住促進新築住宅建設補助金交付・不交付決

定通知書(様式第五号)により、交付対象者に通知するものとする。 

(補助金の請求及び実績報告) 

第九条 前条の規定による交付決定を受けた者は、交付決定の日から三十日以内に定住促



進新築住宅建設補助金請求書兼実績報告書(様式第六号)に次に掲げる書類を添付し

て、町長に提出しなければならない。 

一 登記事項証明書(建物) 

二 新築住宅の完成写真 

(補助金の確定) 

第十条 町長は、前条の報告書を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じ

て行う実地調査により、交付すべき額を確定し、定住促進新築住宅建設補助金確定通

知書(様式第七号)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。 

(交付決定の取消し等) 

第十一条 町長は、申請内容に虚偽の事項があった場合は、補助金の交付の決定を取消し

することができる。 

2 町長は、前項の決定をしたときは、定住促進新築住宅建設補助金取消通知書(様式第八

号)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。 

(補助金の返還等) 

第十二条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既

に補助金が交付されているときは、定住促進新築住宅建設補助金返還命令書(様式第九

号)により期限を定めて、当該補助金の返還を命じるものとする。 

2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の返還を命じられた納付期限まで

にこれを納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未

納付額(その一部について納付があったときは、納付の日以後の期間に係る延滞金の計

算の基礎となる額は、当該納付があった額を控除した額)に年十・九五パーセントの割

合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。 

(補則) 

第十三条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。 

(失効) 

この要綱は、平成二十六年三月三十一日限り、その効力を失う。 

附 則 

(施行期日) 

この要綱は、平成二十六年四月一日から施行する。 

(失効) 

この要綱は、平成二十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

附 則 

(施行期日) 

この要綱は、平成二十八年四月一日から施行する。 



(失効) 

この要綱は、平成三十年三月三十一日限り、その効力を失う。 

附 則 

(施行期日) 

この要綱は、平成三十年四月一日から施行する。 

(失効) 

この要綱は、平成三十二年三月三十一日限り、その効力を失う。 

附 則 

(施行期日) 

この要綱は、令和二年四月一日から施行する。 

(失効) 

この要綱は、令和四年三月三十一日限りで、その効力を失う。 

附 則(令和四年三月三〇日告示第三七号) 

(施行期日) 

この告示は、令和四年四月一日から施行する。 

(失効) 

この告示は、令和六年三月三十一日限りで、その効力を失う。 

附 則(令和六年三月二十五日告示第三二号) 

(施行期日) 

この告示は、令和六年四月一日から施行する。 

(失効) 

この告示は、令和八年三月三十一日限りで、その効力を失う。 

附 則(令和七年一二月九日告示第一二八号) 

(施行期日) 

この告示は、令和八年四月一日から施行する。 

(失効) 

この告示は、令和九年三月三十一日限りで、その効力を失う。 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様 式 第 一 号( 第 七 条 関 係) 
様 式 第 二 号( 第 七 条 関 係) 

様 式 第 三 号( 第 七 条 関 係) 

様 式 第 四 号( 第 七 条 関 係) 

様 式 第 五 号( 第 八 条 関 係) 

様 式 第 六 号( 第 九 条 関 係) 

様 式 第 七 号( 第 十 条 関 係) 

様 式 第 八 号( 第 十 一 条 関 係) 

様 式 第 九 号( 第 十 二 条 関 係) 

 


